
錐
＋
二
至
難
纂
唐
の
長
安
嚢
薪
の
大
暴
寺
の
敷
地
に
驕
す
る
支
那
地
志
類
の
駝
載
に
就
い
て
笙
號

唐
の
長
安
義
寧
坊
の
大
秦
寺
の
敷
地
に
塾
す

ろ
支
那
地
志
類
の
記
載
に
就
い
て
鮭

丈
學
士
　
那
　
波

購
入
　
（
七
入
〉

利
　
貞

　
　
　
　
【

唐
の
太
宗
の
僧
事
二
垂
僕
、
ネ
ス
ゆ
三
郎
ち
釜

茄
の
寺
院
が
、
長
安
右
街
の
義
寧
坊
十
字
街
束
の
北
に
創

立
せ
ら
れ
た
こ
ご
は
隙
れ
も
な
い
吏
實
で
、
玄
宗
の
天
運

四
載
麗
麗
に
大
秦
寺
叢
奪
ら
れ
・
ま
で
は
波
斯
寺

ご
奪
ら
れ
、
徳
宗
の
建
中
ご
年
無
詫
に
は
彼
の
木
立

景
激
流
行
中
國
碑
す
ら
建
設
せ
ら
れ
た
。
之
に
繭
す
る
東

西
の
學
者
の
研
究
は
既
に
充
分
盤
く
さ
れ
て
居
り
、
今
更

何
等
の
贅
説
を
附
沸
二
藍
す
る
を
要
し
な
い
が
、
唯
一
個

此
の
大
秦
寺
の
敷
地
の
洛
革
墾
遷
に
就
い
て
は
從
來
あ
ま

り
論
ぜ
ら
れ
て
居
ら
ぬ
機
で
あ
る
。
頃
日
偶
然
の
こ
ε
か

ら
柳
か
此
の
問
題
の
調
査
を
試
み
た
こ
こ
ろ
、
支
那
の
諸

夙
志
類
の
記
載
に
共
卜
し
て
、
疑
問
或
は
不
可
解
事
ご
考

へ
ら
れ
る
こ
ビ
が
種
々
存
す
・
る
標
に
思
は
れ
た
の
で
あ

る
。

　
吾
人
が
通
覧
す
る
所
の
、
凡
そ
義
寧
坊
の
大
秦
寺
に
關

す
る
記
述
並
に
研
究
を
益
し
た
る
諸
書
に
は
、
何
れ
も
此

の
大
秦
寺
の
遺
祉
が
今
購
の
藤
西
省
陶
中
道
長
安
縣
城
西

五
支
那
里
の
地
に
位
遣
す
る
俗
欝
金
勝
寺
の
敷
地
に
當
る

こ
ご
を
謂
っ
て
居
る
が
、
之
は
彼
の
景
駁
碑
の
出
土
狡
見

の
吏
實
よ
り
総
て
疑
を
容
る
る
能
は
ざ
る
こ
と
な
れ
ば

當
然
斯
く
あ
る
べ
き
筈
で
、
心
入
も
亦
決
し
て
之
に
疑
を



挾
薯
で
懸
い
が
、
唐
の
武
宗
の
養
畜
年
唖
験
七

月
の
異
宗
禁
制
の
登
臨
・
有
り
て
此
の
大
秦
寺
の
壌
せ
ら
れ

て
、
そ
の
後
何
代
に
該
敷
地
が
佛
敷
寺
院
の
敷
地
ご
せ
ら

れ
て
以
て
済
靭
時
代
に
至
り
し
か
は
未
だ
何
人
も
論
じ
て

居
ら
ぬ
標
で
あ
り
、
而
も
金
勝
寺
に
關
す
る
支
那
の
温
潤

志
類
の
記
載
に
は
甚
だ
不
可
解
な
る
こ
ご
を
叙
述
す
る
も

の
が
多
く
、
調
査
を
重
ぬ
る
に
随
ひ
種
々
の
疑
が
趨
る
の

を
越
え
る
の
で
あ
る
○
叢
に
そ
の
主
な
る
も
の
三
條
を
指

摘
し
て
之
を
解
鐸
せ
う
ご
思
ふ
〇

　
　
　
　
二

　
先
づ
第
一
に
疑
問
ご
な
る
こ
ご
は
、
唐
の
大
秦
寺
の
敷

地
に
回
る
こ
ご
疑
な
き
今
の
所
謂
金
勝
寺
の
洛
革
を
記
す

も
の
が
、
何
れ
も
該
敷
地
が
唐
鞍
の
慈
母
寺
に
淵
源
す
る

こ
ご
を
謂
へ
る
こ
ご
で
あ
る
。
例
へ
ば
嘉
慶
年
三
編
纂
の

『
長
安
縣
志
』
懇
二
十
二
、
寺
槻
志
の
條
を
見
る
ご
、

　
崇
聖
寺
。
在
城
西
五
里
。
階
高
組
子
薫
掛
王
施
宅
建
。
初
名
濟

　
渡
寺
。
唐
貞
観
二
十
三
年
太
宗
上
賓
。
高
宗
徒
濟
渡
寺
於
安
業

　
　
　
・
第
十
二
巷
　
難
纂

麿
の
長
安
醗
簿
坊
の
大
秦
寺
の
敷
地
に
關
す
み
支
那
即
興
類
の
艶
載
ζ
籏
い
て

　
坊
之
修
善
寺
。
清
潔
其
虚
旧
領
寳
寺
。
蜷
度
太
宗
嬢
御
爲
尼
以

　
塵
之
、
学
徒
鄭
王
将
徳
寺
於
修
鮮
血
墨
太
原
寺
。
洋
弓
其
庭
回

　
太
宗
周
廟
。
儀
顧
聡
一
年
露
塵
併
爲
崇
聖
寺
。
榮
下
歳
時
記
所
云

　
唐
進
士
櫻
桃
宴
在
卸
量
寺
佛
牙
閣
師
此
也
。
明
天
順
八
年
秦
藩

　
創
修
治
地
。
得
古
書
玉
臥
像
三
江
磐
碑
刻
之
属
。
至
成
化
十
二

　
年
三
工
。
明
年
額
日
大
崇
仁
寺
。
按
察
副
使
伍
幅
有
記
。
叉
明

　
長
史
趙
徳
記
云
俗
呼
爲
金
勝
寺
。
云
云

　
ご
あ
る
。
清
の
畢
況
の
『
野
中
勝
割
引
志
』
巻
七
古
蹟
寺

槻
の
條
、
『
勅
修
陳
西
蓮
志
』
恕
ニ
ナ
八
祠
祀
一
の
條
、
『
西

安
府
志
』
塞
六
十
吉
蹟
志
下
祠
宇
の
條
の
諸
記
載
も
亦
大

同
小
異
で
あ
り
、
『
大
清
一
統
志
』
に
至
っ
て
は
金
勝
寺
の

條
に

　
金
勝
寺
。
在
長
安
三
三
郭
外
。
郎
崇
仁
寺
。
唐
建
寺
。
．
有
唐
檀

　
法
師
塔
銘
。
景
教
流
行
中
瀬
碑
。
明
天
理
中
肉
藩
重
三
。
肚
麗

　
甲
於
諸
寺
。

　
ご
あ
る
。
此
等
の
記
載
を
そ
の
記
述
の
盤
に
護
み
解
す

れ
ば
、
金
勝
寺
の
敷
地
に
は
早
く
窟
代
よ
り
佛
駿
寺
院
が

存
在
し
、
し
か
も
之
が
重
三
寺
の
建
立
に
濫
興
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
第
周
盤
　
　
　
　
七
九
　
　
　
（
七
九
）



　
　
　
静
第
十
二
巻
雑
纂

ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
す
從
っ
て
大
秦
寺
は
佛
敷
寺
院
の
誌

代
の
濟
度
寺
の
敷
地
に
有
畜
せ
ら
れ
た
る
如
く
見
な
け
れ

ば
な
ら
澱
書
き
振
で
あ
る
。
然
れ
ざ
も
宋
の
宋
敏
求
の
『
長

安
志
』
憲
九
に
擦
れ
ば
、
唐
代
の
崇
聖
寺
は
崇
徳
坊
に
意

う
て
義
寧
坊
に
在
ら
す
、
而
も
宋
一
敏
求
の
崇
聖
寺
に
贈
關
す

る
記
載
に
も
亦
不
可
解
の
こ
ご
が
存
す
る
。
彼
は
崇
徳
坊

の
西
南
隅
な
る
崇
聖
寺
の
條
下
に
註
し
て

唐
の
長
安
義
鱗
坊
の
大
秦
寺
の
敷
地
に
過
す
る
支
那
馳
南
桑
の
記
載
に
就
い
で

寺
有
東
門
西
門
。
本
濟
度
尼
寺
。
階
秦
孝
王
俊
捨
宅
所
立
。
東

底
本
道
徳
尼
寺
。
階
官
立
。
至
剛
槻
二
十
三
年
。
彼
濟
度
寺
於

安
業
坊
之
修
善
寺
。
以
其
庭
爲
難
費
寺
。
糖
度
太
宗
嬢
御
蚕
尼

場
麗
之
。
綻
道
徳
寺
額
面
嘉
憶
説
之
太
原
寺
。
以
其
所
爲
崇
聖

宮
。
以
爲
太
宗
別
廟
。
儀
鳳
二
年
併
爲
薄
身
櫓
寺
。
輩
下
歳
時

記
進
士
櫻
桃
宴
在
崇
聖
寺
佛
牙
動
乱

　
ご
謂
っ
て
居
る
。
此
の
文
は
『
長
安
懸
志
』
の
記
載
の
前

言
の
文
の
基
く
膀
で
、
『
長
安
縣
志
』
に
遵
徳
寺
ご
爲
っ
て

居
る
の
が
、
之
に
慮
肱
旭
徳
寺
ε
爲
っ
て
居
h
・
、
修
鮮
坊
が

嘉
群
坊
こ
な
る
な
ざ
、
魯
魚
の
差
が
あ
る
が
、
之
鳳
道
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
八
○
　
　
（
入
○
）

寺
が
正
し
く
、
下
階
唐
の
長
安
に
は
修
鮮
、
嘉
鮮
な
ご
の

学
名
一
度
も
存
せ
ざ
う
し
こ
ご
『
長
安
志
』
の
喬
ら
謹
明
す

る
所
な
れ
ば
之
は
史
言
上
休
鮮
坊
を
指
し
て
居
る
の
で
あ

り
、
『
西
安
蟻
壁
』
や
『
關
中
勝
蹟
見
醒
』
に
は
明
か
に
休
群

籍
に
作
ら
れ
て
あ
る
。
、

　
却
説
『
長
安
志
』
の
説
で
は
、
本
來
崇
癩
坊
に
は
階
以
來

の
濟
度
寺
溢
徳
寺
の
二
五
寺
が
あ
り
し
を
、
唐
の
貞
親
二

十
三
年
晒
養
鰻
前
者
を
鉱
業
坊
の
修
善
寺
の
敷
地
に
、
後

者
を
休
鮮
坊
の
太
原
寺
の
敷
地
に
臥
し
て
そ
の
鮭
を
そ
れ

ぞ
れ
露
寳
寺
ご
崇
聖
宮
ご
に
し
た
ご
謂
ふ
の
で
あ
る
が
、

歯
列
坊
の
太
原
寺
は
同
じ
く
『
長
安
志
』
懇
四
の
休
鮮
坊
の

崇
備
蓄
の
條
に

　
本
侍
中
槻
國
慈
雨
恭
仁
宅
。
威
亨
元
年
以
武
后
外
回
放
宅
立
爲
、

　
太
原
寺
…
…
…
…
載
初
元
年
叉
改
選
崇
福
寺
。

ご
あ
れ
ば
、
縫
帯
元
年
講
鰍
以
後
存
在
す
る
佛
寺
で

轟
二
＋
三
年
甑
繰
に
寄
子
坊
の
嘉
徳
寺
を
徒
さ
む
ご

し
て
も
、
當
持
は
太
原
寺
な
る
三
斜
は
未
だ
存
在
せ
す
、
．



該
地
は
術
ほ
算
入
の
邸
宅
地
で
あ
る
。
然
れ
ば
道
徳
寺
の

体
製
鋼
へ
の
移
棘
円
年
次
は
必
ず
や
威
亨
元
年
以
後
、
儀
鳳

．
二
年
野
壷
以
前
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
す
、
・
れ
は
『
長
安

志
』
の
記
哉
に
何
か
誤
謬
の
あ
る
讃
左
で
あ
る
ご
患
ふ
。

　
併
し
崇
徳
坊
の
露
監
寺
ご
崇
聖
宮
ご
が
儀
鳳
二
年
に
合

併
ぜ
ら
れ
て
崇
聖
寺
ご
爲
さ
れ
た
こ
ご
は
之
は
疑
ひ
得
ら

れ
ぬ
が
、
崇
聖
寺
は
崇
徳
坊
に
在
る
佛
寺
で
決
し
て
山
蔓

坊
に
在
る
の
で
は
な
い
。
而
も
義
寧
坊
の
波
斯
寺
の
創
立

は
貞
槻
十
二
年
話
垂
垂
で
あ
り
，
崇
徳
坊
の
崇
聖
寺
の
創

立
は
倭
鳳
二
年
額
清
廉
な
れ
ば
、
波
斯
寺
の
方
が
約
四
十

年
間
も
早
く
創
立
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の

興
聖
寺
ご
波
斯
寺
こ
の
間
に
は
そ
の
敷
地
に
善
し
て
は
何

等
の
關
係
も
無
い
筈
で
、
從
っ
て
波
斯
業
帥
ち
大
秦
寺
の

遺
趾
に
該
富
す
る
敷
地
に
位
置
す
る
明
清
時
代
の
崇
仁
寺

即
ち
俗
稻
に
所
謂
金
勝
寺
ビ
は
何
等
の
…
關
係
も
無
い
課

で
、
支
那
の
諸
地
志
類
が
金
勝
寺
の
浩
革
の
記
載
を
爲
す

に
當
り
、
儀
鳳
二
年
創
立
の
験
徳
坊
の
賊
塁
寺
の
線
遥
の

　
　
　
第
十
二
巷
雑
纂

記
載
を
之
に
冠
せ
し
め
て
あ
る
の
は
全
く
誤
謬
な
り
ご
謂

は
な
け
れ
ば
な
ら
濾
。
少
く
こ
も
そ
の
敷
地
の
關
係
に
於

て
は
全
然
謬
れ
リ
ゼ
断
す
べ
き
で
あ
る
ご
思
ふ
、
嘉
慶
年

問
編
纂
の
『
長
安
縣
志
』
の
編
者
が
そ
の
寺
魏
志
の
初
に

長
安
多
古
寺
観
。
其
建
置
詳
省
天
心
志
及
本
寺
槻
碑
記
。
然
年

代
童
男
。
徳
聞
多
誤
ゆ
黄
菊
聖
寺
。
諸
註
脚
云
。
階
名
濟
渡
。

唐
儀
鳳
二
年
並
崇
聖
寺
。
据
宋
次
道
志
。
崇
聖
寺
在
朱
雀
西
第

二
街
從
北
第
四
崇
徳
坊
。
直
當
含
営
門
。
於
今
城
爲
正
南
少
西

不
慮
城
西
五
里
。
且
A
「
崇
聖
寺
西
山
里
許
。
唐
西
城
故
趾
宛
然

崇
徳
坊
去
城
西
絶
湛
。
野
立
画
地
。

唐
の
長
安
義
寧
坊
の
大
秦
寺
の
敷
地
に
聞
す
ろ
支
那
地
志
類
の
臨
載
に
就
い
て

　
ご
謂
っ
て
居
る
の
は
卓
見
で
は
あ
る
が
、
然
も
樹
ほ
城

西
五
里
の
蝋
燭
寺
郎
ち
金
勝
寺
の
條
の
本
金
に
は
崇
徳
坊

の
崇
聖
寺
の
記
載
を
冠
ら
ぜ
て
あ
る
。
支
那
雁
代
の
地
志

類
の
編
纂
者
が
概
し
て
浴
革
地
理
の
研
究
を
忽
か
せ
に
し

て
耀
し
く
前
代
の
記
載
を
陳
々
蒋
物
す
る
が
如
き
罪
學
術

的
態
度
の
多
き
爲
、
か
、
る
噴
飯
に
堪
へ
ぬ
結
果
を
生
じ

た
る
も
の
こ
思
は
れ
る
。
要
す
る
に
此
の
金
勝
寺
の
記
載

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　

入
一
　
　
（
八
一
）



　
　
　
道
士
霧
難
纂

　
　
　
　
　
　
　
あ

に
唐
の
儀
鳳
二
年
創
立
の
崇
聖
寺
の
縁
憩
を
加
ふ
る
こ
ご

は
、
少
く
こ
も
そ
の
敷
地
の
團
係
上
よ
り
は
全
く
無
意
義

の
こ
ε
で
、
從
っ
て
大
秦
寺
が
貞
観
十
二
年
に
波
斯
寺
ε

し
て
劇
号
せ
ら
れ
た
時
の
敷
地
は
階
層
の
濟
度
寺
の
醤
敷

地
に
も
あ
ら
ざ
れ
ば
．
波
斯
官
等
立
後
四
十
年
を
経
て
よ

り
は
波
斯
寺
と
崇
聖
寺
ご
は
各
々
宗
毅
と
敷
地
ご
を
異
に

し
て
甥
外
し
て
居
っ
た
讐
で
あ
る
。

　
　
　
　
三

　
第
こ
に
疑
問
こ
な
る
こ
ご
は
、
今
臼
の
北
京
の
清
客
寺

の
一
三
に
西
大
寺
な
る
固
有
寺
號
の
あ
る
も
の
存
す
る
が

如
く
．
此
の
波
斯
寺
に
或
る
豊
代
以
後
何
か
固
有
寺
號
が

附
せ
ら
れ
た
る
や
否
や
ご
謂
ふ
問
題
で
あ
る
◎
清
の
陶
保

廉
の
∵
辛
下
侍
行
記
』
憲
三
に
は

　
十
四
臼
巳
刻
自
西
安
漸
孟
母
程
。
…
…
…
…
五
塁
金
勝
寺
。
唐

　
波
斯
胡
寺
也
。
白
雪
樗
興
聖
寺
。

　
ご
あ
る
が
、
此
の
聖
遷
寺
ご
野
帰
せ
し
こ
ご
の
典
壕
は

示
さ
れ
て
な
い
。
叉
此
の
設
稻
が
何
心
よ
り
逸
り
し
か
も

唐
の
長
安
義
寧
坊
の
大
秦
寺
の
群
塊
に
關
…
す
ろ
支
那
地
離
類
の
翻
載
に
就
い
て

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
入
二
　
　
（
入
二
）

謂
っ
て
居
ら
ぬ
。
然
れ
ば
若
し
陶
保
廉
の
記
載
を
そ
の
儘

に
護
解
す
れ
ば
、
大
秦
寺
に
は
唐
代
か
ら
既
に
崇
聖
寺
な

る
胴
爾
が
存
し
た
も
の
こ
も
槻
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
Q

　
尤
も
唐
の
長
安
に
於
け
る
崇
聖
寺
な
る
寺
號
は
、
崇
徳

坊
の
崇
聖
寺
が
會
昌
五
年
晒
残
夢
の
天
下
磨
寺
の
合
の
登

布
せ
ら
る
る
ま
で
は
占
有
す
る
な
れ
ば
、
此
の
問
同
じ
長

安
城
の
中
に
於
て
、
他
の
寺
に
誰
爾
ざ
は
謂
へ
、
同
名
の

寺
號
が
附
せ
ら
れ
た
り
ご
は
考
へ
得
ら
れ
鍛
。
會
昌
五
年

ま
で
の
大
秦
寺
に
は
殉
国
寺
な
ざ
謂
ふ
説
欝
は
無
か
う
し

も
の
ご
思
は
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
然
ら
ば
曾
昌
五
年
崇
徳
坊
の
崇
聖
寺
が
聴
せ
ら
れ
て
後

に
、
同
年
に
壌
せ
ら
れ
た
る
大
秦
寺
の
後
身
の
佛
敏
寺
院

に
蟄
し
て
超
り
し
こ
ビ
か
ビ
謂
ふ
に
、
こ
れ
も
亦
有
わ
得

べ
か
ら
ざ
る
芝
ご
思
ふ
。
何
故
こ
な
れ
ば
崇
徳
坊
の
崇
聖

寺
の
屡
せ
ら
れ
て
後
に
璽
會
昌
六
年
晒
講
轍
か
ら
他
の
佛

寺
に
て
既
の
崇
聖
の
蒙
塵
が
襲
名
膿
即
せ
ら
れ
て
居
る
か

ら
で
あ
る
。
宋
敏
求
の
『
長
安
志
』
憲
入
手
昌
坊
の
大
慈
恩



9

寺
の
條
の
記
載
に
正
宗
屡
寺
の
有
様
を
違
べ
て

　
會
三
五
年
三
天
下
慶
寺
。
上
都
悪
寒
各
仏
寺
車
曳
螺
子
三
十
人

　
左
二
期
田
蹴
脚
鰯
心
薦
㎝
眠
O
＋
唄
街
目
側
帯
四
明
蕪
購
邸
〇
六
年
左
街
添
…
置
土
寸
峠
八

　
灰
。
…
…
…
右
街
…
…
…
添
置
八
所
。
二
所
依
草
名
。
曾
寺
一

　
所
天
脇
寺
。
尼
寺
一
所
興
聖
寺
。
並
依
薔
。
所
請
改
名
僧
寺
五

　
所
。
化
度
寺
改
傭
崇
編
寺
。
永
泰
寺
乱
立
罫
書
寺
。
温
國
寺
改

　
爲
崇
理
寺
。
経
行
藁
葺
爲
龍
興
寺
。
奉
恩
臨
監
爲
興
幅
寺
。
尼

　
寺
一
所
萬
善
新
改
爲
延
監
寺
。

　
ご
あ
る
が
、
此
の
温
野
寺
は
右
街
の
太
李
坊
に
位
置
し

晴
代
に
實
際
寺
ご
総
…
し
、
唐
の
中
宗
の
景
寵
元
年
栖
鞭
七
Q

或
は
玄
宗
の
開
元
＋
五
年
蚕
下
よ
り
温
國
寺
叢
奪

ら
れ
た
佛
寺
で
あ
る
。

　
此
の
葉
蜂
寺
が
崇
聖
寺
ご
改
思
せ
ら
れ
π
る
年
次
に
就

い
て
も
憶
説
あ
り
て
、
上
蓮
の
蓮
り
會
昌
六
年
説
も
あ
れ

ば
又
『
長
安
志
』
太
李
坊
の
三
塁
寺
の
條
の
記
載
の
如
く
宣

宗
の
大
中
六
年
専
掌
説
も
あ
・
。
砦
総
説
は
同
じ
『
長

安
志
』
の
記
載
に
見
え
て
矛
盾
擾
着
す
る
二
曹
で
あ
る
が
、

　
　
　
第
十
二
巻
雑
纂

唐
の
長
安
義
樹
學
坊
の
大
秦
寺
の
敷
塊
に
逃
す
る
支
那
地
志
類
の
記
載
に
就
い
て

温
國
寺
が
崇
聖
寺
ε
改
名
さ
れ
し
は
他
の
諸
寺
の
改
名
ご

】
齊
に
行
は
れ
た
る
も
の
な
ら
む
爲
、
恐
ら
く
は
大
中
六

年
は
會
昌
六
年
の
傳
寓
の
談
な
ら
む
か
ご
考
へ
得
ら
れ
、

つ
ま
り
曾
昌
五
年
に
鼠
壁
坊
に
て
煙
び
た
る
崇
聖
な
る
寺

塚
は
、
そ
の
翌
年
よ
も
太
卒
坊
の
淵
．
國
寺
の
雷
管
襲
名
に

擦
り
て
鍛
還
せ
ら
れ
た
る
も
の
か
ご
考
へ
ら
れ
る
。
然
る

に
宋
の
趙
明
誠
の
『
金
石
録
』
憲
．
十
に

第
一
千
九
草
六
。
遥
遥
寺
佛
牙
碑
。
難
語
騨
行

　
な
る
著
録
あ
り
。
此
の
佛
牙
を
弾
む
る
閣
は
崇
聖
寺
特

有
の
建
築
物
に
し
て
唐
代
の
進
士
及
第
者
の
櫻
桃
宴
を
開

催
す
る
例
陣
場
こ
し
て
人
口
に
塘
議
せ
る
も
の
で
あ
乃
が

會
昌
五
年
に
此
の
佛
牙
閣
あ
る
崇
徳
坊
の
崇
聖
寺
が
慶
せ

ら
れ
て
後
に
、
大
中
年
聞
に
佛
塗
擦
が
建
立
せ
ら
れ
た
り

ご
は
不
可
解
の
現
象
で
あ
り
、
鄙
説
を
覆
へ
す
重
大
な
る

史
料
た
る
か
の
如
く
に
も
見
ゆ
る
な
ら
む
が
、
之
は
次
の

如
く
解
威
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
ε
思
ふ
。

　
幽
艶
五
年
に
幾
多
の
佛
寺
を
磨
し
、
長
安
左
街
に
て
僅

　
　
　
　
　
　
　
　
第
｝
號
　
　
　
入
三
　
　
（
八
三
）



　
　
　
第
十
二
巷
維
纂

に
慈
恩
寺
薦
珊
瑚
、
右
街
に
て
西
明
寺
荘
嚴
寺
ご
合
計
長

安
に
て
は
四
寺
を
遺
し
、
更
に
同
六
年
に
禁
手
を
緩
和
し

て
左
右
爾
街
に
各
々
入
寺
つ
つ
合
計
十
六
寺
を
添
掻
す
る

こ
ド
ー
を
雌
伏
定
す
る
や
、
な
る
べ
く
」
田
緒
’
の
る
出
馬
名
を
繊
騨
へ

む
ご
企
て
た
も
の
で
あ
ら
う
ご
思
ふ
、
．
つ
ま
り
合
併
の
意

を
も
含
ま
せ
だ
も
の
で
あ
ら
う
ご
思
は
れ
る
。
添
置
す
る

所
の
各
寺
の
鼻
脂
を
改
鵬
せ
し
は
そ
の
爲
か
ご
考
へ
得
ら

れ
、
温
國
寺
は
則
ち
崇
聖
親
ご
爲
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
此

の
際
由
緒
深
き
壌
寺
の
重
要
な
る
黒
物
什
器
等
を
ぱ
そ
の

寺
號
を
襲
名
嘉
承
せ
し
寺
へ
聾
し
併
す
こ
ご
も
鴨
る
程
度

ま
で
は
三
子
せ
ら
れ
元
る
も
の
な
ら
む
故
、
特
に
進
士
櫻

桃
宴
の
記
念
名
蹟
こ
し
て
周
知
せ
ら
れ
た
る
崇
徳
坊
の
崇

聖
寺
の
毒
牙
及
び
そ
の
閣
の
如
き
も
、
太
雫
坊
の
奮
の
温

國
寺
即
ち
改
志
し
て
の
崇
・
聖
寺
へ
移
さ
れ
た
る
な
る
べ
く

考
へ
ら
る
れ
ば
、
大
中
官
営
に
建
て
た
る
崇
．
聖
寺
佛
牙
碑

が
曾
昌
五
年
以
前
の
温
温
寺
の
敷
地
な
る
太
織
坊
内
に
現

以
る
る
こ
ご
も
有
り
得
る
こ
ご
で
、
所
詮
温
國
寺
が
想
ボ
聖

唐
の
長
安
義
寧
坊
の
大
秦
寺
の
敷
地
に
關
す
る
支
那
地
志
類
の
記
載
に
就
い
て

　
　
　
　
　
　
　
第
「
號
　
　
　
入
四
　
　
（
八
四
）

寺
ご
改
幕
せ
ら
れ
た
る
時
に
は
、
佛
牙
は
申
す
ま
で
も
な

く
或
は
名
蹟
佛
牙
閣
の
建
物
さ
へ
も
撮
管
坊
よ
り
太
孚
坊

へ
引
き
纏
ぎ
し
て
、
事
實
上
温
群
盗
ご
崇
聖
寺
ご
の
併
合

が
行
は
れ
、
而
し
て
改
幕
襲
名
し
て
崇
聖
寺
ご
爲
さ
れ
た

る
も
の
こ
考
へ
ら
れ
る
。
少
く
こ
も
佛
牙
が
引
き
縫
が
れ

た
る
こ
ご
は
有
り
得
る
こ
ご
ご
思
ふ
。
樹
ほ
此
の
こ
ご
は

會
昌
以
前
の
天
界
七
載
陥
雑
五
月
受
盃
坊
の
崇
聖
寺
の

嚴
乎
こ
し
て
存
在
せ
し
時
、
該
境
内
に
建
て
ら
れ
た
る
張

少
悌
行
書
の
佛
頂
蔓
紫
陀
羅
尼
経
瞳
が
、
後
に
説
く
如
く

唐
の
崇
聖
寺
の
寺
歴
を
黒
蓋
し
た
る
今
日
の
金
勝
寺
境
内

に
蓮
存
し
た
る
こ
ε
ご
考
へ
合
は
す
べ
き
も
の
ビ
思
き
渦
の

で
あ
る
。
斯
く
解
繹
す
る
時
は
大
中
年
間
建
立
の
佛
牙
碑

が
空
拳
國
寺
の
敷
地
な
る
太
塁
坊
に
存
し
て
も
、
前
述
の

寄
留
は
戊
立
せ
し
め
得
る
繹
で
あ
る
ご
思
ふ
。

　
上
蓮
の
逼
り
既
に
早
撃
六
年
に
太
軍
坊
の
温
國
寺
が
崇

徳
坊
の
器
品
寺
の
寺
號
を
襲
名
縫
果
し
た
り
ご
考
ふ
る
上

は
、
魯
昌
五
年
に
義
高
坊
の
大
秦
寺
が
廃
…
せ
ら
れ
て
後
、



潜
し
幌
に
直
に
之
が
腰
回
ご
ぜ
ら
れ
た
こ
し
て
も
、
崇
聖

寺
ご
謂
ふ
設
爾
は
此
慮
に
於
て
湿
り
得
な
い
課
で
あ
り
、

叉
實
際
會
昌
五
年
以
後
翌
六
年
ま
で
少
く
ご
も
武
宗
の

在
位
中
に
は
大
秦
寺
の
遽
趾
に
佛
寺
は
設
け
ら
れ
ざ
り
し

も
の
に
相
馬
な
い
か
ら
，
厭
戦
は
一
に
太
季
坊
の
崇
垂
寺

の
名
の
立
代
ま
で
縫
属
せ
し
か
ご
謂
ふ
こ
ご
に
奉
り
て
解

決
せ
ら
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
（
本
項
未
完
）

明
治
初
年
に
於
け
ろ
民
事
裁
判
の
観
念

文
學
士

法
學
士

牧

健

二

　
人
が
公
け
の
法
廷
に
訴
へ
て
私
権
の
保
護
を
受
け
る
ご
．

舌腔

ﾓ．

ｱ
ご
は
、
、
人
民
か
ら
訴
へ
る
ご
鯉
口
ふ
方
面
邸
φ
b
訴
鼎
訟

ご
、
難
語
官
が
訴
朔
へ
を
聞
い
て
曲
直
を
正
す
ご
言
ふ
方
面

帥
ち
裁
判
ε
、
こ
の
二
方
面
か
ら
成
立
し
て
居
る
。
而
し

て
此
二
方
面
は
人
が
懸
け
の
法
廷
に
訴
へ
て
私
罐
の
保
謹
，

を
受
け
る
場
合
に
は
、
何
時
で
も
必
ず
表
裏
の
關
係
を
な

し
て
存
在
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
此
關
係
が
何
れ
か
一

　
　
　
策
干
二
巻
　
　
維
，
纂
　
　
明
治
秘
年
に
於
け
乙
風
事
裁
到
の
…
観
念
、

方
の
一
面
か
ら
主
こ
し
て
魏
察
せ
ら
れ
る
こ
ご
に
依
っ
て

裁
勃
法
の
観
念
が
強
い
湯
翻
ご
訴
訟
法
の
槻
念
が
旧
い
…
揚

合
こ
の
差
を
生
す
る
。
我
國
今
日
の
良
識
訴
訟
法
は
最
初

に
裁
三
所
及
び
當
事
者
の
規
定
を
設
け
次
に
劃
決
に
至
ム

ま
で
の
訴
訟
手
遠
及
び
鋼
決
に
就
て
規
定
し
て
、
訴
べ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

こ
ご
の
方
面
の
み
な
ら
参
裁
¢
こ
ご
の
方
】
卿
を
も
規
完
し

て
居
る
に
扮
ら
す
之
を
訴
訟
法
ご
黒
し
て
居
る
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
第
一
．
號
．
　
　
八
五
　
　
（
入
五
）


